
　
本
制
度
は
、
中
小
企
業
を
中
心
と
す
る
我
が
国
の
個
別
事
業

者
の
輸
出
に
関
し
て
、
外
国
政
府
等
か
ら
の
不
当
な
取
扱
い
に

対
し
政
府
レ
ベ
ル
で
照
会
又
は
改
善
要
望
等
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
依
頼
者
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
く
も
の
で
す
。

　
日
本
政
府
で
は
、日
本
貿
易
振
興
機
構（
ジ

ェ
ト
ロ
）
と
連
携
し
、
個
別
事
業
者
等
が
輸

出
に
あ
た
っ
て
外
国
政
府
か
ら
不
当
な
取

扱
い
を
受
け
、
輸
出
の
機
会
を
失
っ
て
い
る

場
合
に
、
問
題
解
決
に
向
け
日
本
政
府
が
外

国
政
府
に
対
し
て
照
会
又
は
改
善
要
望
を

行
う
「
中
小
企
業
等
の
輸
出
に
関
す
る
海
外

市
場
ア
ク
セ
ス
政
府
レ
ベ
ル
支
援
制
度
」
を

平
成
十
六
年
三
月
十
七
日
か
ら
開
始
し
ま

し
た
。

�
例
え
ば
、次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
っ
た
場
合
、

外
国
政
府
や
関
係
当
局
に
対
し
て
、
照
会
又

は
改
善
要
望
を
行
い
ま
す
。

【
概
　
要
】

【
受
付
窓
口
】

　
窓
口
は
、
ジ
ェ
ト
ロ
の
東
京
・
大
阪
本
部
及
び

全
国
三
十
六
カ
所
の
貿
易
情
報
セ
ン
タ
ー
で
行

い
ま
す
。

　
本
制
度
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
政
府
が

依
頼
事
項
に
関
す
る
照
会
や
改
善
要
望
を
外
国

政
府
に
申
し
入
れ
る
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に

必
要
な
資
料
等
※
を
ジ
ェ
ト
ロ
に
提
出
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は

ジ
ェ
ト
ロ
貿
易
投
資
相
談
課
に
ご
相
談
し
て
い

た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
受
け
付
け
た
案
件
に
つ
い
て
は
、
事
実
関
係
を

確
認
の
上
、
外
国
政
府
や
関
係
当
局
へ
の
照
会
や

申
入
れ
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
回
答
を
皆
様

に
お
伝
え
し
ま
す
。

※
必
要
な
情
報
と
し
て
は
、
個
々
の
案
件
に
も

よ
り
ま
す
が
、不
当
な
取
扱
い
を
受
け
た
事
実
、

取
扱
い
が
そ
の
国
の
法
令
等
に
違
反
し
て
い

る
事
実
、
被
害
内
容
、
等
が
あ
り
ま
す
。

■
な
お
、
知
り
得
た
情
報
は
日
本
政
府
及
び
ジ
ェ

ト
ロ
と
も
こ
の
業
務
の
み
に
使
用
し
、
他
の
用
途

に
は
使
用
い
た
し
ま
せ
ん
。

■
ま
た
、
対
応
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
方
国
の
国

情
な
ど
も
勘
案
さ
れ
る
こ
と
、
先
方
政
府
等
に
照

会
や
申
入
れ
を
行
っ
た
場
合
も
、
先
方
政
府
等
の

事
情
に
よ
り
回
答
に
あ
る
程
度
の
期
間
を
要
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
旨
御
理
解
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
さ
ら
に
、
本
制
度
と
は
別
に
、
全
て
の
在
外
公

館
（
大
使
館
、
総
領
事
館
）
は
、
日
本
企
業
の
海
外

で
の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
の
窓
口
を
設
け
、
日

本
企
業
等
か
ら
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

の
で
、
海
外
に
進
出
す
る
中
小
企
業
を
含
む
日
本

企
業
に
お
い
て
は
、
本
制
度
と
と
も
に
「
日
本
企

業
支
援
窓
口
」
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

こ
れ
ま
で
、
輸
入
許
可
を
認
め
ら
れ
て
い

た
我
が
国
企
業
の
製
品
が
、
担
当
者
の
解

釈
の
変
更
に
よ
り
、
許
可
が
得
ら
れ
な
く

な
っ
た
旨
の
通
知
が
公
文
書
で
な
さ
れ
た
。

基
準
・
認
証
制
度
の
不
当
な
変
更
に
よ
り
、

我
が
国
企
業
の
製
品
が
排
除
さ
れ
た
。

個
別
法
に
基
づ
く
承
認
が
得
ら
れ
な
い

と
流
通
が
認
め
ら
れ
な
い
製
品
に
つ
い
て
、

承
認
を
申
請
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
承
認
が
遅
延
し
て
い
る
。

相
手
国
企
業
と
契
約
を
結
ん
だ
が
、
外
国

政
府
の
干
渉
に
よ
り
、
契
約
の
履
行
が
さ

れ
な
い
。

根
拠
不
明
の
行
政
指
導
に
よ
り
、
突
然
、

許
可
を
取
る
よ
う
公
文
書
で
通
告
さ
れ
た
。

中小企業
事業者等

外国政府

1

4

2

3
東京・大阪本部
及び貿易情報セ
ンター（36カ所）

外　務　省
農林水産省
経済産業省

ジェトロ 日本政府

ご
照
会
先

◎外務省経済局総務参事官室…………………………　　03-5501-8326

◎農林水産省大臣官房国際部貿易関税課……………　　03-3502-3408

◎経済産業省貿易経済協力局貿易振興課……………　　03-3501-1662

◎ジェトロ貿易投資相談センター貿易投資相談課…　　03-3582-5171

◎沖縄総合事務局経済産業部商務通商課

　　��098-864-2321

◎ジェトロ沖縄貿易情報センター

　　��098-868-7546

管内連絡先

（h
ttp
://w
w
w
.jetro

.g
o
.jp
/co
/j/access/

）
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